
アジ研ワールド・トレンド No.242（2015. 12）　　4

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の
背
景

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
）
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
の
一
九
六

七
年
八
月
八
日
に
誕
生
し
た
。
初
期
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
冷
戦
下
と
い
う
時
勢

を
反
映
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
的

安
定
が
最
優
先
課
題
で
あ
り
、
政
治
的

な
性
格
の
濃
い
組
織
で
あ
っ
た
。
経
済

協
力
も
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
協
力
の
俎
上
に
乗
っ
て
い
た
が
、

ほ
と
ん
ど
実
効
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
協
力
の
性
格
が
変
わ

り
始
め
た
の
が
、
一
九
八
七
年
の
第
三

回
首
脳
会
議
で
発
出
さ
れ
た
マ
ニ
ラ
宣

言
で
あ
る
。
加
盟
国
の
輸
出
指
向
型
工

業
化
戦
略
を
背
景
に
、
プ
ラ
ザ
合
意
に

よ
っ
て
本
格
化
し
た
日
系
企
業
の
東
南

ア
ジ
ア
地
域
へ
の
投
資
を
活
用
し
な
が

ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
全
体
で
「
集
団
的
外

資
依
存
型
輸
出
指
向
型
工
業
化
戦
略
」

を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
参
考
文
献
①
）。

●
は
じ
め
に

　

一
〇
カ
国
合
計
で
六
億
人
を
超
す
人

口
を
擁
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
そ
の
潜

在
的
市
場
規
模
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

後
の
相
対
的
に
高
い
経
済
成
長
率
な
ど

か
ら
、
日
系
企
業
を
含
め
た
域
外
国
企

業
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
が
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一

日
を
期
限
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同

体
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
共
同
体
は
、
政
治
安
全
保
障
、
経

済
、
社
会
文
化
の
三
つ
の
共
同
体
概
念

か
ら
成
る
が
、
最
も
内
容
が
具
体
的
で
、

ま
た
最
も
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
の

が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
（A

SE-
A

N
 Econom

ic Com
m

unity

：
Ａ
Ｅ

Ｃ
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
の

二
〇
一
五
年
の
姿
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一

五
）
に
注
目
し
、
そ
の
背
景
、
主
な
到

達
点
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う

に
評
価
す
る
べ
き
か
を
考
え
た
い
⑴
。

　

冷
戦
後
の
一
九
九
二
年
に
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
自
由
貿
易
地
域
（
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）

実
現
に
向
け
た
条
約
が
締
結
さ
れ
、
本

格
的
な
関
税
削
減
に
向
け
た
取
り
組
み

が
始
ま
っ
た
。
順
調
に
み
え
た
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
の
発
展
と
経
済
統
合
で
あ
っ
た
が
、

一
九
九
七
年
に
発
生
し
た
ア
ジ
ア
通
貨

危
機
に
よ
り
、
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
っ

た
。
ま
た
二
〇
〇
一
年
の
中
国
Ｗ
Ｔ
Ｏ

加
盟
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
埋
没
化

し
、
域
外
か
ら
の
直
接
投
資
が
停
滞
す

る
懸
念
が
強
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
に
向
け
た
議
論
が
加
速
し

た
。
二
〇
〇
三
年
に
は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

共
同
体
」
を
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
創
設

す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇

〇
七
年
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
実

現
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
前
倒
し
し
、
二
〇

一
五
年
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
同

じ
年
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
の
基

本
文
書
と
な
る
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済

共
同
体
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ

ル
ー
プ
リ
ン
ト
）」
が
、
首
脳
会
議
に

お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

●
Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト

　

Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
二
〇

一
五
年
に
目
指
す
べ
き
経
済
統
合
の
姿

と
し
て
、
四
つ
の
柱
を
打
ち
立
て
る
と

と
も
に
、
い
つ
ま
で
に
ど
の
程
度
の
経

済
統
合
を
実
現
す
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
た
。

　

第
一
の
柱
は
、「
単
一
市
場
・
生
産

基
地
」
と
さ
れ
、
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
・

投
資
・
資
本
・
熟
練
労
働
者
の
自
由
な

移
動
が
謳
わ
れ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
は
、

経
済
発
展
度
の
格
差
に
加
え
、
歴
史

的
・
文
化
的
・
言
語
的
な
差
異
が
存
在

す
る
。
こ
の
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は

「
生
産
基
地
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
経
済
統
合
を
進
め
る

こ
と
で
、
各
国
の
間
に
存
在
す
る
差
異

を
積
極
的
に
活
用
し
、
地
域
全
体
が
一

体
と
な
っ
て
競
争
力
の
あ
る
経
済
を
育

て
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
や
経

済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
に
典
型
的
に

含
ま
れ
る
分
野
を
規
定
し
て
い
る
が
、

ア
ジ
ア
の
典
型
的
な
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
比
較
し

た
場
合
の
特
長
は
、
①
中
期
的
に
達
成

す
べ
き
野
心
が
数
値
目
標
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
高
い
野
心
を
実

現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
日
程
が
示
さ

◆特　集◆

ASEAN経済共同体
（AEC）創設とその実態

　

Ａ
Ｅ
Ｃ
創
設
と
は
何
か
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れ
て
い
る
こ
と
、
③
各
国
が
こ
う
し
た

高
い
目
標
を
実
現
し
や
す
く
す
る
た
め

の
柔
軟
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

④
後
発
国
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
で
あ
る
。
関
税
を
例
に
取
れ
ば
、

原
則
と
し
て
関
税
を
す
べ
て
撤
廃
す
る

と
の
高
い
目
標
を
定
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
実
現
年
を
先
進
六
カ
国
は
二
〇
一

〇
年
、
新
規
加
盟
の
四
カ
国
は
二
〇
一

五
年
と
明
記
し
て
い
る
。
他
方
、
各
国

の
国
内
事
情
に
配
慮
し
、
関
税
品
目
ベ

ー
ス
で
七
％
相
当
分
の
関
税
撤
廃
に
つ

い
て
は
経
過
措
置
を
認
め
て
い
る
。

　

Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
第
二
の

柱
が
「
競
争
力
の
あ
る
経
済
地
域
」
で

あ
る
。
こ
の
柱
で
は
、
各
国
の
国
内
政

策
に
立
ち
入
り
、
競
争
政
策
・
消
費
者

保
護
・
知
的
財
産
権
・
税
制
・
電
子
商

取
引
に
つ
い
て
の
協
力
を
謳
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
と
は
異
な
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
全
体
で

の
統
一
的
な
法
制
度
の
導
入
は
予
定
さ

れ
て
い
な
い
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作

成
等
を
通
じ
た
緩
や
か
な
法
制
度
の
調

和
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

第
二
の
柱
で
は
、
域
内
の
イ
ン
フ
ラ
開

発
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
第
三
の
柱
は
、

「
公
平
な
経
済
発
展
」
で
あ
り
、
国
内

の
格
差
縮
小
、
国
家
間
の
格
差
縮
小
の

た
め
の
取
組
と
し
て
、
①
中
小
企
業
、

②
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

（
Ｃ
Ｌ
Ｍ
Ｖ
諸
国
へ
の
支
援
）
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
の
柱
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済

へ
の
統
合
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
外
国
と

の
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
が
核
と
な
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の
柱
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

域
外
国
と
の
経
済
統
合
が
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
重
要
な
特

長
と
い
え
よ
う
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
に
お

け
る
「
二
〇
一
五
年
」
の
意
義

　

二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
が
Ａ
Ｅ

Ｃ
実
現
の
「
期
限
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
に
お
け
る
「
二
〇
一

五
年
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
正
確
に
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の

重
要
な
成
果
は
、
二
〇
一
五
年
を
待
た

ず
し
て
既
に
実
現
し
て
い
る
。
Ａ
Ｅ
Ｃ

ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
二
〇
〇
八
年
か

ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
八
年
間
に
実
施

す
べ
き
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
す
べ
て
の
措
置
が
二
〇
一
五
年

に
実
施
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
数
多
く

の
措
置
が
も
っ
と
早
い
段
階
で
実
施
さ

れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
（
た
と

え
ば
、
二
〇
一
〇
年
時
点
で
先
進
六
カ

国
が
関
税
撤
廃
）。
し
た
が
っ
て
、
Ａ

Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、

二
〇
一
五
年
に
の
み
着
目
す
る
の
で
は

な
く
、
①
二
〇
〇
七
年
時
点
で
ど
の
よ

う
な
目
標
を
設
定
し
た
の
か
、
②
こ
れ

ま
で
に
何
が
実
現
し
て
き
た
の
か
、
そ

し
て
、
③
二
〇
一
五
年
末
ま
で
に
追
加

的
に
何
が
実
現
す
る
の
か
と
い
う
三
点

を
総
合
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
二
〇
一
五
年
は
通
過
点
の

ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
首
脳
が
掲
げ
た

大
き
な
政
策
目
標
で
あ
り
、
産
業
界
か

ら
の
関
心
も
高
い
。
結
果
と
し
て
、

「
二
〇
一
五
年
」
は
政
府
当
局
に
対
し

て
良
い
意
味
で
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な

っ
て
い
る
。
同
時
に
、
各
国
国
内
に
お

い
て
は
、「
二
〇
一
五
年
」
が
、
Ａ
Ｅ

Ｃ
の
周
知
不
足
、
競
争
激
化
に
対
す
る

懸
念
等
の
産
業
界
の
反
応
を
引
き
出
す

契
機
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の

取
組
は
二
〇
一
六
年
以
降
も
継
続
す
る
。

二
〇
一
五
年
一
一
月
の
第
二
七
回
首
脳

会
議
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
二
〇
一
五
ビ

ジ
ョ
ン
が
策
定
さ
れ
、
さ
ら
に
統
合
の

取
組
が
深
化
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
二

〇
一
五
の
未
達
成
事
項（「
宿
題
」）と
新

た
な
取
組
と
の
組
み
合
わ
せ
に
な
ろ
う
。

●
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
主
要
成
果

　

Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
は
、
こ
れ
ま
で
に

ど
の
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
紙
面
の
制
約
か

ら
、
特
徴
的
な
分
野
に
つ
い
て
の
み
簡

略
に
述
べ
た
い
。

　

第
一
に
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
最
大

の
成
果
は
関
税
撤
廃
で
あ
る
。
先
進
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
六
カ
国
は
二
〇
一
〇
年
に
、

Ｃ
Ｌ
Ｍ
Ｖ
諸
国
は
二
〇
一
五
年
に
大
幅

な
関
税
撤
廃
を
実
現
し
た
。
こ
の
結
果
、

二
〇
一
五
年
時
点
で
は
、
先
進
六
カ
国

は
平
均
で
九
九
・
二
％
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ
Ｖ
諸

国
は
九
〇
・
八
％
の
品
目
に
つ
い
て
関

税
撤
廃
を
実
現
し
た
（
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｌ

Ｍ
Ｖ
諸
国
は
二
〇
一
八
年
ま
で
に
品
目

数
ベ
ー
ス
で
七
％
分
を
追
加
的
に
関
税

撤
廃
す
る
予
定
）。

　

第
二
に
、
関
税
撤
廃
と
並
ん
で
、
貿

易
円
滑
化
が
図
ら
れ
て
き
た
。
年
内
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
シ
ン
グ
ル
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ

の
実
現
は
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、

そ
の
前
提
と
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン

グ
ル
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
（
税
関
を
は
じ
め

と
す
る
越
境
時
の
諸
手
続
き
を
電
子
的

に
一
元
化
す
る
仕
組
み
）
は
、
各
国
で

徐
々
に
導
入
が
進
ん
で
い
る

　

第
三
は
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
の
進
捗
で

あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
二
〇
一
五
年
ま

で
に
一
二
八
分
野
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス

貿
易
の
自
由
化
、
外
資
出
資
比
率
七
〇

％
容
認
と
い
う
高
い
目
標
を
掲
げ
て
い

る
。
当
初
の
野
心
に
比
べ
る
と
、
自
由

化
の
動
き
が
弱
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
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こ
れ
ま
で
に
八
つ
の
サ
ー
ビ
ス
貿
易
協

定
議
定
書
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
を
採
択
し
、

八
〇
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
貿
易
自
由
化
を

実
現
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
地
域
の
Ｆ
Ｔ

Ａ
と
比
べ
れ
ば
、
非
常
に
高
い
水
準
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

第
四
は
、
航
空
自
由
化
の
進
展
で
あ

る
。
実
施
可
能
な
国
か
ら
始
め
る
「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
マ
イ
ナ
ス
Ｘ
」
方
式
を
採
用

す
る
こ
と
で
、
航
空
輸
送
部
門
統
合
に

向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ

Ｓ
）
に
係
る
三
協
定
が
す
べ
て
発
効
し
、

エ
ア
ア
ジ
ア
な
ど
ロ
ー
コ
ス
ト
キ
ャ
リ

ア
（
Ｌ
Ｃ
Ｃ
）
興
隆
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
域
外
国
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
も
重

要
な
成
果
で
あ
る
。
日
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経

済
連
携
協
定
（
Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）
を
含
め
、

五
つ
の
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
１
Ｆ
Ｔ
Ａ
」

が
締
結
さ
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
ハ
ブ
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
二
〇
一
一
年
に
は
、
日

本
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
含
む
一
六
カ
国
に

よ
る
地
域
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア

地
域
包
括
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｒ
Ｃ
Ｅ

Ｐ
）
が
提
案
さ
れ
、
目
下
、
交
渉
中
で

あ
る
。

●
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
評
価
軸

　

こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
達

成
水
準
を
高
く
み
る
か
低
く
み
る
か
は
、

何
を
評
価
軸
と
し
て
設
定
す
る
か
に
よ

っ
て
大
き
く
異
な
る
。
第
一
に
、
Ｅ
Ｕ

と
比
較
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
世
界
で

最
も
深
化
し
た
経
済
統
合
を
実
現
し
、

歴
史
も
長
い
Ｅ
Ｕ
統
合
に
比
べ
れ
ば
、

Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
野
心
は
決
し
て
高

い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
加
盟
国

の
格
差
の
大
き
さ
、
歴
史
的
・
言
語

的
・
宗
教
的
な
多
様
性
の
大
き
さ
、
ま

た
、
加
盟
国
の
行
政
能
力
の
水
準
と
い

う
点
で
、
Ｅ
Ｕ
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
間
に

は
非
常
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
が
署
名
さ
れ
た
一
九
九
二
年
当
時

の
期
待
値
を
評
価
の
起
点
と
す
れ
ば
、

Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
の
達
成
度
は
「
予
想

を
遙
か
に
上
回
る
も
の
」
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
一
九
九
二
年
当
時
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ

Ｖ
諸
国
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
で
は
な

く
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ラ
オ
ス
・
ベ
ト
ナ

ム
に
至
っ
て
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
現
在
の
Ｗ

Ｔ
Ｏ
）
に
も
加
盟
し
て
い
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
貿
易
自
由
化
の
波
に
全
く

晒
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第

三
に
、
ア
ジ
ア
の
他
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
比
較

し
た
場
合
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
は
、

最
も
広
く
、
最
も
高
い
水
準
を
実
現
し

て
い
る
と
い
え
る
。
関
税
撤
廃
率
が
顕

著
な
例
で
あ
る
が
、
同
時
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
経
済
統
合
に
は
、
関
税
・
サ
ー
ビ
ス

貿
易
・
投
資
に
加
え
、
イ
ン
フ
ラ
・
知

的
財
産
・
競
争
政
策
・
消
費
者
政
策
な

ど
、
幅
広
い
分
野
が
カ
バ
ー
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
経
済
分
野
の
外
で
社
会
文

化
共
同
体
な
ど
の
分
野
で
の
協
力
が
進

ん
で
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

二
〇
一
五
年
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済

共
同
体
の
実
現
目
標
期
限
で
あ
る
。
し

か
し
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
実
現
を
正
当
に
評
価
す

る
た
め
に
は
、
単
に
二
〇
一
五
年
一
二

月
三
一
日
か
ら
二
〇
一
六
年
一
月
一
日

の
変
化
を
追
う
の
で
は
な
く
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
統
合
の
歴
史
、
各
国
の
置
か
れ
た

状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ
ル
ー

プ
リ
ン
ト
が
採
択
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年

以
降
の
成
果
を
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
Ａ
Ｅ
Ｃ

二
〇
一
五
は
、
一
〇
〇
点
満
点
と
は
い

え
な
い
が
、
多
く
の
有
意
義
な
成
果
を

残
し
、
ま
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
経
済

発
展
に
貢
献
し
て
き
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　

二
〇
一
五
年
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
に

と
っ
て
重
要
な
節
目
で
あ
る
が
、
ひ
と

つ
の
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
。
既
に
Ａ
Ｅ

Ｃ
二
〇
二
五

0

0

0

0

に
向
け
、
新
た
な
ビ
ジ
ョ

ン
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
ポ
ス
ト
二
〇
一
五
ビ
ジ
ョ

ン
）
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ

の
内
容
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
五
を
基
礎

と
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
内
容
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
国
内
規
制
が

重
要
性
を
増
す
と
と
も
に
、
従
来
よ
り

も
幅
広
い
課
題
が
「
経
済
共
同
体
」
の

な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、

東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
の
進
行
役
と
し
て

の
役
割
の
強
化
が
謳
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
は
、「
遅
々
と
し
て

進
む
」
と
い
わ
れ
る
。
二
〇
一
五
年
一

二
月
三
一
日
時
点
で
の
成
果
の
み
に
着

目
し
て
一
喜
一
憂
す
る
の
で
は
な
く
、

中
長
期
的
な
視
点
を
持
ち
な
が
ら
そ
の

行
方
を
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
ふ
く
な
が　

よ
し
ふ
み
／
経
済
産
業

研
究
所
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
フ
ェ
ロ

ー
、
前
東
ア
ジ
ア
・
ア
セ
ア
ン
経
済
研

究
セ
ン
タ
ー
上
級
政
策
調
整
官
、
い
そ

の　

い
く
も
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

経
済
地
理
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴ 

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
に
関
す
る

文
献
は
急
速
に
増
え
て
い
る
が
、
比

較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
、
参
考
文

献
③
、
④
、
⑤
が
あ
る
。

《
参
考
文
献
》

① 

清
水
一
史
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
経
済

協
力
の
政
治
経
済
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
九
八
年
。

② 

国
際
貿
易
投
資
研
究
所
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
経
済
共
同
体
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の

進
展
状
況
（
二
〇
一
五
年
八
月
時
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特集：ＡＥＣ創設とは何か  

点
）」『
フ
ラ
ッ
シ
ュ
二
四
九
号
』
国

際
貿
易
投
資
研
究
所
、
二
〇
一
五
年

（http://w
w

w
.iti.or.jp/flash249.

htm
）。

③ 

石
川
幸
一
・
清
水
一
史
・
助
川
成
也

編
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
と
日

本
：
巨
大
統
合
市
場
の
誕
生
』
文
眞

堂
、
二
〇
一
三
年
。

④ 

石
川
幸
一
・
朽
木
昭
文
・
清
水
一
史

編
『
現
代
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
論
』
文

眞
堂
、
二
〇
一
五
年
。

⑤ 

浦
田
秀
次
郎
・
牛
山
隆
一
・
可
部
繁

三
郎
編
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の

実
態
』
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
。

表１　ＡＥＣブループリントの実施状況
分　野 主な目標 現在までの成果（2015年８月） 2015年９月～12月の追加的成果 評価 備　考

全体評価 主 要 優 先 措 置506中、463措 置
（91.5%）が実施済

11月の首脳会議においてポスト
2015ビジョンを公表 ○

１�）残余項目は2016年末までに
実施すべく努力�

２�）実施率の評価手法（スコア
カード）を2014年に変更

関税 関税撤廃 ASEAN6は99.2 ％ 撤 廃、CLMVは
90.8％（15年１月）

（特になし） ◎ ＣＬＭＶ諸国は2018年までに関
税品目表７％分を追加撤廃

非関税障壁 非関税障壁撤廃 撤廃は進展なし、透明性向上の努力
が継続

①��ASEAN�Trade�Repository を11
月に立ち上げ�

②�貿易投資関連紛争の簡略解決手
続き（ASSIST）を11月頃に立
ち上げ

×

原産地規則 継続的改善 選択的原産地規則導入と ASEAN ＋
１FTA に拡大、FOB 価額不記載

（特になし） ○ 統一した自己証明制度導入は、
2016年にずれ込み

税関業務円滑化 ASEAN 通関申告書、ASEAN 統一関
税分類（AHTN）など進展。2015年
に AFAFGIT 第7議定書に署名

（特になし）
○

AFAFGIT 第２議定書署名が残され
た課題。また、現場での施行が課
題。

ASW〈シングル・
ウィンドウ〉

NSWの導入（ASEAN6は08年、CLMV�
12年）�
７カ国で ASWを実施

フォームDと ASEAN 税関申告書の
交換の７カ国の連結テスト

パイロットプロジェクト第2ス
テージを年内に完了 △

基準認証 いくつかの産品について基準の調
和と相互承認協定（MRA）

化粧品統一指令の国内法制化、電気
電子機器のMRAの実施、薬品製造
検査のGMPのMRA策定、医療機
器統一指令

自動車、調整食品、建築材料、鉄
鋼のMRA、伝統的薬品とサプリ
メントの技術要件の調和 ○

協定は進展、実効性が課題

サービス貿易 128分野の自由化、第３モードは
外資出資比率70％

2014年に第9パッケージ妥結（104
分野の自由化）

第9パッケージ署名

○

１�）第10パッケージ、新サービ
ス協定（ATISA）は、越年の可
能性大。�

２�)� 第４モードは極めて限定。
15％柔軟性規定により自由化
例外が残存

金融サービス 保険、銀行、資本市場、その他の
４分野で各国別に自由化するセク
ターを特定し2015年までに実施、
その他は2020年。

ASEAN サービス枠組み協定（AFAS）
金融第６パッケージ署名。適格
ASEAN 銀行（QAB）制度に合意。

（特になし）

○

当初よりブループリントで2020
年までの自由化を許容している点
に留意、ASEAN6は銀行を15年ま
での自由化対象から除外

熟練労働者の移動 自由職業サービスのMRA エンジニアリング、看護、建築、測
量技師、会計、開業医、歯科医、観
光の８分野署名。会計は新しい
MRA署名�
自然人移動協定（AMNP）署名�
ASEAN 資格参照枠組み（AQRF）採
択 (2014)

（特になし）

△

実効性が疑問

投資 ASEAN�包括的投資協定（ACIA）
制定、「最小限の制限」を残して
自由化

ACIA 制定（2012）、留保表（12）、
ACIA 修正議定書（14）

留保表掲載分野の削減に着手
○

留保分野の削減が課題

資本移動 資本市場統合 ASEAN 資 本 市 場 フ ォ ー ラ ム
（ACMF）での各種取組み：証券取
引所の連携、域内のクロスボーダー
での起債のための会計基準などの共
通化

2020年までながら、①資本勘定
の自由化、②金融サービスの自由
化が提言され、さらに長期では、
③決済システムの統合、④資本市
場開発も推進

○

これまでの取組みは、マレーシア、
シンガポール、タイの3カ国が先
行実施している項目が多い

競争政策 競争政策、競争法の導入
地域ガイドライン作成

８カ国で導入済
地域ガイドライン作成

（特になし） ○ 残りの２カ国はカンボジアとラオ
ス

消費者保護 専門家会合設置など 専門家会合設置済、９カ国が消費者
保護法策定

消費者保護法地域ガイドライン策
定 ◎

知的財産 特許協力条約、マドリッド議定書
に加盟

特許協力条約８カ国、マドリッド議
定書４カ国

（特になし） △

輸送円滑化 ASEAN 通過貨物円滑化枠組み協
定（AFAFGIT）、ASEAN 国家間輸
送円滑化枠組み協定（AFAFIST）、
ASEAN 複合一貫輸送枠組み協定
（AFAMT）の締結・発効

AFAFGIT は９議定書の３つ（越境交
通路の指定、鉄道の国境駅・積替え
駅、危険物）が未発効、２つ（国境
交易・事務所、トランジット通関）
が未締結・未発効、AFAFIST は批准
が３カ国（タイ、ベトナム、ラオ
ス）、AFAMT は批准が４カ国（カン
ボジア、フィリピン、タイ、ベトナ
ム）

△

AFAFGIT の最終化が優先課題

陸上輸送 ASEAN ハイウェイネットワーク
（AHN）は道路格上げ
シンガポール昆明鉄道（SKRL）
の未通部分の建設、修復

ミャンマー区間を除き道路インフラ
は整備が進展、鉄道事業は経済性な
どから遅滞 △

AHNのクラス1への格上げは2020
年以降に繰り延べ�
SKRL（東回り）も2020年以降に
繰り延べ。鉄道は AEC の枠外で
の整備に留意が必要

海上輸送 単一海運市場の創設 47指定港湾能力の向上、RoRo 船
ネットワーク整備 △ 実現は2015年以降

航空輸送 単一航空市場創設�
第３の自由（自国から外国への輸
送）、第４の自由（外国から自国
への輸送）、第５の自由（以遠
権）までの実現が目標

航空輸送部門統合に向けたロード
マップ（RIATS）により措置の実施

○

第６の自由（本国をハブとする第
３国間輸送）、第７の自由（第３
国間輸送）、第８の自由（カボ
タージュ、他国の国内輸送）は含
まれていない

エネルギー ASEAN 電力網（APG）は、2015
年までに15のプロジェクト�
ASEAN ガスパイプライン（TAGP）
は、4,500キロに及ぶ二国間パイ
プラインを敷設

APGは４つが一部完成を含め継続
中、３が建設開始、８が準備中�
TAGP は８本2,300キロは稼動して
いる △

APGの完成目標は2020年に繰り
延べ�
TAGP は東ナツナ開発にインドネ
シア合意�
ガスパイプラインと LNG併用が
進む

租税 二重課税防止のための二国間協定
を締結（2010まで）

二国間租税条約のためのフォーラム
設立 ×

電子商取引 域内電子商取引のためのインフラ
と法的枠組みおよび電子商取引実
現

ICT マスタープラン2015採択、電子
商取引相互運用技術の枠組みについ
ての研究など各種施策を実施

○

中小企業 情報、市場、人的資源、金融、技
術などへのアクセス改善による競
争力と強靭性の強化

情報サービス整備は進展、開発ファ
ンド、金融ファシリティーなどは遅
れ

中小企業行動計画の措置の実施、
2015年後の行動計画のビジョン
と目標の策定

△

域内格差是正 ASEAN 統合イニシアティブ（IAI）
の作業計画１を完了

IAI 作業計画２を実施中 ○

域外 FTA ASEAN ＋１FTA 締結 ５本の ASEAN ＋1FTA 締結、インド
とのサービス貿易投資協定締結�
RCEP 交渉モダリティに合意

RCEP 協定実質合意、ASEAN 中国
FTA 物品協定の更新、ASEAN オー
ストラリアNZ�FTA 第一議定書の
発効

◎

ASEAN 韓国 FTA 第三修正議定書
が16年１月に発効

（注）　◎：ブループリントの想定どおり、あるいは想定以上の成果をあげている。
　　　○：概ねブループリントの想定どおり施策が実施されている。
　　　△：ブループリントの想定より実施が遅れているが一定の成果がみられる。
　　　×：実施が大幅に遅れている。
　　　ブループリントの目標達成度の評価であり、自由化・円滑化実現の評価ではないことに留意が必要。
（出所）　参考文献②。


